
「選 挙 告 示」 
 

支部長の欠員補充選挙 
 

 

平成 19 年 5 月 22 日 

選 挙 管 理 会 

 

 

選挙規程第 28 条第 1項の規定により、支部長の欠員補充選挙を施行します。 

 

１．選挙の種類 

(１) 東京都支部長の欠員補充選挙 

(２) 秋田県支部長の欠員補充選挙 

(３) 富山県支部長の欠員補充選挙 

 

２．定数 

各支部ごとに  1 人 

 

３．立候補届締切の日時 

平成 19 年 6 月 7 日(木曜日) 15 時 00 分（注 1）（注 2） 

 

４．候補者公表の方法 

 (１) 平成 19 年 6 月 8 日付をもって連盟事務局に告示を掲示する。 

 (２) 候補者氏名の掲載順序は、選挙管理会が抽選で決定する。 

 

５．投票締切の日時 平成 19 年 7 月 25 日(水曜日) 18時 00 分（注 1） 

 

６．開票の場所および日時 

 (１) 開票の場所 連盟事務局 

 (２) 開票の日時 平成 19 年 7 月 26 日(木曜日) 10 時 00 分から 

 

（注 1）立候補届は立候補締切の日時までに、また、投票は投票締切の日時までに連盟

事務局に到着したものに限り受け付けます。 

（注 2）立候補届を送付するときは、必ず配達証明郵便、書留郵便(簡易書留を除く。)、

または配達記録の残る宅配便でお送りください。 

 

 



選挙のお知らせ 

選挙管理会 

 

このたび、東京都支部長の逝去ならびに秋田県支部長および富山県支部長の退任にと

もない、定款第 24 条および規則第 32 条第 4 項の規定にもとづき、東京都支部長、秋田

県支部長および富山県支部長の欠員補充選挙が行われます。 

 選挙の要点をお知らせして、東京都、秋田県および富山県在住の会員の皆さんのご理

解をいただき、立候補をお願いする次第です。 

 

１．選挙の種類 

(１) 東京都支部長の欠員補充選挙 

東京都を選挙区域として、その区域内の選挙権を有する正員(定款第 14 条第 1項

ただし書の正員を含む。以下同じ。)によって、1人の支部長を選出します。 

(２) 秋田県支部長の欠員補充選挙 

秋田県を選挙区域として、その区域内の選挙権を有する正員(定款第 14 条第 1項

ただし書の正員を含む。以下同じ。)によって、1人の支部長を選出します。 

(３) 富山県支部長の欠員補充選挙 

富山県を選挙区域として、その区域内の選挙権を有する正員(定款第 14 条第 1項

ただし書の正員を含む。以下同じ。)によって、1人の支部長を選出します。 

 

２．選挙の管理  選挙管理会が行います。 

 

３．支部長の職務  支部長は、支部会員を把握して支部の活動のとりまとめを行う役

目を持っています。 

 

４．立候補者の資格要件  今回の選挙に立候補される方は次の資格が備わっていなけ

ればなりません。 

 (１) 選挙告示のあった月の 7日(平成 19 年 5 月 7 日)現在で、満 20 歳以上の日本国籍

を有する個人であること。(昭和 62 年 5 月 7 日以前に生まれた方) 

(２) 平成 19 年 5 月 7 日現在の会員名簿に登録され、かつ会費が納入されている正員

であり、引き続き 3 年以上の正員歴および当該支部区域内に住所を有する者であっ

て、当該支部区域内に住所を有する正員 5人以上の推薦があること。 

(３) 選挙管理会管理者、選挙裁定会裁定員でないこと。 

 

５．立候補届受付の締切  平成 19 年 6 月 7 日(木曜日) 15 時 00 分です。 

 

６．立候補届等の用紙  立候補届、推薦書その他立候補に必要な書類は、連盟事務局

に準備してありますのでお申し出ください。 

 

７．問い合わせ 原則として文書で選挙管理会(連盟事務局内)にお問い合わせください。 


